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◇近日のイベント
　11/15（日）「手づくり市」、11/22（日）「ホロルまつり」
　※上記イベントは玄関ホールで開催（10:00～17:00）
　11/29（日）「名人によるそば打ち実演」（11:00から）
◆休館日
　11月２日（月）、９日（月）、16日（月）
　24日（火）、30日（月）、12月７日（月）
　14日（月）、21日（月）、28日（月）
問合せ　ホロルの湯　☎029－288－7775

日　時　12月１日（火）午後１時～７時
　　　　（受付：午後６時30分まで）
会　場　エクセルホール（水戸エクセル６階）
参加機関　
　茨城労働局、県商工労働部労働政策課、県労
　働委員会、法テラス茨城、社労士会
問合せ　茨城労働局企画室  ☎029-224-6212

仕事でお困りのこと、ありませんか？

労  働  相  談  会

　

電
気
設
備
点
検
の
た
め
、次
の
期
間
、

臨
時
休
館
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

利
用
者
の
皆
様
に
は
ご
不
便
を
お

掛
け
し
ま
す
が
、何
卒
ご
理
解
い
た
だ

き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

日
　
時　

11
月
21
日（
土
）

　

正
午
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間

　

老
齢
年
金
は
、
雑
所
得
と
し
て
所

得
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

課
税
対
象
と
な
る
受
給
者
の
方
に

は
、
11
月
上
旬
ま
で
に
日
本
年
金
機

構
か
ら
扶
養
親
族
等
申
告
書
が
送
付

さ
れ
ま
す
の
で
、
指
定
さ
れ
た
期
限

ま
で
に
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
申
告
に
よ
り
、
翌
年
中
に
受

け
ら
れ
る
年
金
に
か
か
る
所
得
税
の

源
泉
徴
収
税
額
が
決
ま
り
ま
す
。
申

告
書
を
提
出
し
な
い
と
各
種
控
除
が

受
け
ら
れ
ず
、
所
得
税
の
源
泉
徴
収

税
額
が
本
来
よ
り
多
く
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
年
金
以
外
に
収
入
が
あ
る

方
は
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

課
税
対
象
者　

　

①
65
歳
未
満
で
年
金
額
１
０
８
万

　
　

円
以
上
の
方

　

②
65
歳
以
上
で
年
金
額
１
５
８
万

　
　

円
以
上
の
方

※

障
害
年
金
・
遺
族
年
金
受
給
者
に

　

は
、
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

不
動
産
取
得
税
と
は
、
土
地
や
建

物
を
取
得
し
た
と
き
に
課
税
さ
れ
る

県
の
税
金
で
す
。

　

取
得
理
由
や
所
有
権
登
記
の
有
無
、

有
償
・
無
償
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。

税
額
の
算
出
方
法

　

不
動
産
取
得
税
＝
固
定
資
産
評
価

額（※

）×

税
率
（
土
地
ま
た
は
家
屋

３
％
、
住
宅
以
外
の
家
屋
４
％
）

※

町
の
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録

　

さ
れ
て
い
る
価
格

不
動
産
取
得
税
の
軽
減
に
つ
い
て

　

住
宅
・
住
宅
用
土
地
な
ど
の
取
得

に
対
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て

は
、一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
場
合
、

申
請
に
よ
り
軽
減
措
置
が
受
け
ら
れ

ま
す
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
水
戸
県
税
事

務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※

「
県
税
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」も
あ
わ

せ
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
。
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